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区
別
の
問
題
と
は
い
や
り
お
う
別
個
に
、
こ
の
訟
の

「
凶
民
一
一
方
法
L

心
池
法
安
什
と
し
て
、
そ
の
川
設
け
（
川
口
町
有
犯
ん
d

い
、
）
「
山
一

京
」
の
判
貨
に
預

vJL
て
の
必
女
性
を
裟
求
ず
る
昌
旨
に
法
制
押
す
る
こ
と
も
一
円
花
で
あ
る
一
て
つ
に

dro
っ
こ
話
一
、

「
本
円
険
一
守
人
ら
の
拾
い
や
に
τ
i
る
過
料
に
お
い
て
、

お
ー
り
授
資
子
押
印
さ
れ
七
二
ノ
↓
は
明
ら
か

三
刀
守
こ
コ
バ
て
ま
、

〈
－

1
f
v
h
－

111

C
占
め
る
川
I

、
そ
れ
に
ふ
っ
ナ
、
被
告
人
ら
の
党
マ
い
剤
取
引
に
対
す
る
犯
意
向
J
一
説
会
、
若
い
起
さ
れ
ん
J
J
U
心
ゲ
、
な
く
、
中
」
初
か
ら
あ
っ
丈

犯
芯
が
ム
サ
続
、

曳レぃ文一一し？ご一

日
f

：
f
7
1
1

ぃ
、
と
い
う
へ
き
で
為
り
、
本
件
事
案
の
卓
ぷ
問
、
わ
殊
性
を
も
考
慮
す
J

れ
ば
、

fu
の
お
こ
h
校

合v

l主

：山
'" 査
し

し

詐ヌ
n 
る
ij:! 

度,.. 
六越
九 九
円＇＂ ! ' 

法
な、J
と

し！

著
し
く
不
当
で
z
め
る
と
も

γえ
な
い

へ
い
収
川
小
品
叫
判
郎
和
T

ハ

千i

!J 

と
L
て
、
当
訟
平
主
に
お
け
る
一
お
と
り
河
川
杏
一
が
一
犯
意
」
副
党
f

作
一
で
ぽ
守
＼

ヘ
川
判
タ
ー
ハ
六
七
子

J

機
会
出
荷
悦
虫
に
当
七
る
こ
と
ピ
、

市
計
犯
白
い

L
一
事
京

亡
、
J

7

L
一
f

、

「

rjイ
J

ご

お
と
り
当
配
一
川
J
U
五

九

I

ー
す
〆

l

一

（

J
J
t

心
一
下
車
ト
人
性

性
な
い
し
桐
レ
i
川
け
乞
ム
同
定
す
る
市
崎
町
J
し
て
挙
円
る
転
倒
も
為
つ

,3, 

住
点
、
品
一
千
品
i
u
N

九
じ

O
』
代
か
円
一
九
パ
一
一
一
司
代
に
か
げ
て
、
お
と
り
技
去
の

l
絞
い
仁
一
り
問
題
に
つ
い
て
、

西一

vn
イ
ノ
h
十
の
関
連
判
例
・
学
説
心
動
向
中
」
紹
介
・
検
討
し
つ
つ
、

－Y｝／
＼
」
ド
い

ギ
り
7
ハ

二
八
ん
誌
」
が
持
不
す
る

「
機
会
招
供

／メにゾ
L7

lおとれ技ftい＝っして（ 、
明
」
と
犯
者
誘
発
型

の
凶
別

し
い
、
ぷ
本
刊
古
見
広
す
助
き
い
巾
ず
み
つ
れ
る
t

d

ニ
ノ
い
ん
品
る
一

ノ「目、

、
一
！
万
l

内
J

メ
列
を

iL

｜

J
；
 

「
お
と
り
何
点
一
」

の
J
3性
な
い
豆
岨
決
・
走
法
の
判
断
せ
な
市
山
？

一シ

1
十士

、
、
才
：

「
機
会
提
供
川
予
」
と
犯
意
誘
党
型
L

／）
L
て
注
解
し
た
う

V
2
1
「
犯
丸
信
誘
発
訓
」

の
「
お

ζ
h
間
以
六
丘
小
μ

印
さ
れ
た
場
合
の
日
以
内
帰
結
に
悶
し
て
、
従
来
の
ペ
M

説
」
が

F
川
U
Iハ「市

公
J

出
刊
本
却
説

免
訴
説
、
詑
法
状
集
計
拠
抗
除
説
の
い
ず
れ
を
さ
ゐ
べ
き
か
を

一
的
な
問
題
と
し
て
議
論
1

）

亡
き
た
こ
；
に
対
「
司
令
修
正
、
」

I
Jつ
乙
刀
た
ち
を
と
っ
た
ハ
す
な
わ
ち
、
ー
犯
怠
滋
交
川
f
l

の
「
違
法
」
な
お
に
り
山
口
査
が
な
さ
れ
～
場

合
に
、
こ
れ
に
、
川
事
手
い
れ
ト
、
／
τ
1
7わ
円
、
公
訴
λ

県
川
ま
た
は
免
訴
に
ホ
る
手
続
打
切
り
に
よ
っ
て
汁
処

γ
べ
き
か
、
そ
れ
こ
も
、

に
よ
っ
℃
対
処
す
J

べ
空
か
は
、
か
な
ら
ず
し
も
択
む
な
同
町
四
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
治
挑
む
宅

J

朱
に
万
げ
る
お
と
り
捜
査 イ

（！メ人比主手、 SS 'J 381 '.1(1 (2C08. S] 



r日

の
、
埠
斗
出

の
具
、
体
的
内
お
に
叫
に
で
リ
れ
な
っ
と
解
決
守
主
将
か
れ
う
る
と
す
る
見
解
が
従
小
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
）

ーミ
h
J
よ
字
、
九
一
）
己
主
、

｛
王
位
z
r

、r

？と
1

r

：
ー
だ
乙
L

九
ジ
し
、

お
と
り
段
奇
；
hI＼

間
同
友
に
進
法
悦
の
z
H
吋
い
場
行
L

｜
｜
ず
z

叫
わ
ち
、

刊
に
犯
t
R
一
訪
千

44

J、
円問

の
も
の
て
あ
る
、
こ
い
つ
に
j
ま
、
J
f
J
、
引
説
犯
搾
に
刈
し
て
お
／
石
授
笠
を
用
い
十
一
ご
／
｝
の
必
裟
性
な
い
し
緊
急
性
＼
犯
人
の
犯

界
ヘ
の
傾
主
役

e

、
救
峻
の
以
効
性
心
科
度
。
、

の
重
？
人
性
寺
幾
つ
も
り
叫
一
断
茶
準
に
明
ら
し
亡
、
通
常
人
で
為
れ
ば
誰
J
合

が
許
L
h
M
た
い
で
d

？
？
寸
ぽ
v

に
程
山
氏
の
ひ
ζ

い
場
合
」
ー
ー
ー
に
は
、

－

C
伐
の
手
け
パ
ー

一
J

一、

」
《
】
ヴ
、

形
式
裁
yd
に
ふ
る
干
続
打
切
り
げ
い

よ
二
、
対
処
す
べ
き
場
合
が
あ
れ
う
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
川
徒
、
川

に
倣
し
と
も
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
比
べ
亡
、
・
極
端

ヘ
う
平
同
門
は
あ
ま
り
t
t
ご
ら
な
レ
で
あ
ろ
う
2
3い
わ
れ
る
一
わ
が
凶
に
お
レ
て
は
、
こ
の
よ
う
に

条
件
を
絞
っ
と
考
え
る
限
打
、
長
際

に
は
免
訴
と
な
る
よ
う
な
こ
と
は
、
稀
有
て
ゐ
る
で
今
？
っ
一
か
ら
、

こ
の
方
ム
い
で
は
お
と
り
技
査
に
対
す
る
d

寸
工
ア
ケ
ハ
は
〕
、
一
あ

ま
り
実
h

向
性
を
期
待
し
え
泣
い
一
と
の
認
識
の
も

11旬、
1
M

引
か
ー
の
わ
が
国
と
し
て
は
、

と
し

f
1
1
市
川
間
排
除
心
問
題
と
し
て
一
、
れ
J

ケ
と
ら
え
る
こ
と
乞
も
認
め
る
比
限
、
お
よ
び
、

c
p川
実
効
性
が
あ
わ
凶
実
的
な
ん
よ
じ

凶
出
口
査
の
問
題
な
正
撚
排
除
で
断
決

ー
る

2
さ
、
ま
た
は
、

M
U
1
uち
判
決
ぞ
］
伝
打
切
り
で
処
肝
ょ
す
る
と
き
考
嵐
山
へ
れ
る
べ
き
法
ギ
的
！
よ
み
仇
巾

2
し
、
、
「
ψ
！っ校扱
R

人
の
処
罰
の
利
7

一4

什」、
1

司
法
の
焼
良
川
内
な
い
、
〕
佐
原
潔
性
の
保
蕊
な
い
し

の
抑
制
ー
い
う
政
策

の
一
つ
J
T
H
f凶
川

「
こ
れ
、
り
の
杭
点
は
相
互
に
俳
他
的
な
も
の
と
考
え
る
必
安
は
な
い
L

と
方
ご
～
う
え
で
、

1

附
担
将
一
山
の
多
絞
怜
を
考
え
q
G
と
き
、

の
視
点
だ
汁
で
処
汗
す
る
の
で
は
、
必
ず
L
1
t安
当
な
対
丸
い
は
A
い
い
ら
れ
ず
、
「
凶
情
ほ
ん
f
T
o
っ
て
犯

prに
引
っ
た
が
れ
を
と
の
よ
う
ピ

先イ及
、三r " 
＇ノ
~，古、

舎や

' "' ・' 
でえ
あ る
るさ
ζu  

~－ ：こ
る（主
豆、
~平戸 E上
手ノ 拠
挙羽i
げ除
去i を

日1
4 め
がな
-r ＂示、～，，
きら
よも
つ

1' ,') 
ハノ

七
千
続
れ
切
り
論
の
方
川
を
も

it、

ト
ム
鮮
は
、
そ
れ
ぞ
れ
吋
尚
の

f
午
リ
ス
法
お
よ
ひ
ア
メ
リ
カ
小
山
に
詩
ー
γ
Y
G
詳
細
な
紹
ふ
ノ
e

険
討
か
ム
等
か
れ
た
も
の
で

ジヲ
「ぶ
h
i

仇
こ
の
与
一
体
的
以
、
県
内
科
に
ぽ
一
似
通
か
あ
る
も
の
の

「
自
技
在
に
よ
っ

C
犯
行
に
ム
土
っ
と
者
を
ど
の
よ
う
に
扱
司
か
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ー
凶
捜
査
の
多
際
な
形
態

80 と
i揮し、

i'!'.c！つ
」｜引

を呈J
0iつ

るて
口

ー
同
八
体
的
な
U
J
案
毎
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
介
古
川
一

村

山叫ん
4
過
程
に
お
け
る
違
J
H
に
対
処
寸
る
方
汁
広

に
応
こ
た
解
決
、
あ
る
い
は
、

こ
れ
、
示
、

町
一
閃
忍
の
一
環
と

L
て
検
討
し
ょ

そ
し
て
、

う
一
ず
る
九
一
に
お
い
て
日
円
治
じ
て
い
る
乙
い
う
、
一
こ
が
で
き
る
よ
う
に
問
、
？
わ
れ
る
ラ

の
お
と
り
授
査
ゐ
な
ミ
れ
式
場
ん
じ
に
、
そ
れ
に
よ
3

て
玄
き
起
こ
さ
れ
f

犯
罪
に
つ
い

亡
被
舎
人
を
一
実
体
法
上
加
芥
と
す
る
こ
ら
こ
に
は
石
山
氏
な
川
し
れ
一
型
的
は
I
V
場
zγ
こ（

ο
お
で
、

っ
、
河
見
解
は

犯
音
寺
司
会
型
i

お
こ
り
校
在
t

ヨ
子
市
ト
よ

i

f
一一
4
2弓

U
｛

日
一
問
題

ι汁
し
て
は
、
そ
の
位
の

捜
査
過
程
に
お
け
る
通
法
の
湯
合
と
印
税
に
、
恥
平

T
H机
L

、
形
式
法
判
に
よ
る

T
続
打
切
れ
、

リ
瑳
法
収
集
副
引
池
内
込
山
法
引
の
選
出
と
L
J
た
対
処
方
法
を
と
る
こ
と
が
、

「
当
寸
丹
波
止
門
人
の
処
罰
の
お
当
均
一
、

「
司
法
の
川
畑
山
ヰ
な
い

囚
べの
き京
と実

を日F
E見ら
さ竹し な

ζ L、

ii 
') t主
ン j去
I E!C 
と査
し じコ
て持：I
~ :J;ij 
オt し
にし、
;;;, ., 
・:O 17, 
か1＇策

し
濃
川
げ
性
の

と
い
勺
一
七
そ
れ
ピ
叫
く
実
笠
的
根
拠
に
仙
川
ら
一
L
T

来
た
し
て
わ

こ
、
事
官
民
’
母
に
と
の

一ル足、ふれ

C
U（円
H
V
的
ド
零
乞
げ
ワ
自
に
入
れ
ザ
ヘ
仏
悦

エ
の
川
円
断
に
あ
た
っ
て
は

に
F
i

七
日
し
た
区
別
に
く
わ
、
ぇ

J要
査
方

宇手
続

的
三千 「

ノ相川絞
h. 

2ご tc
t）供
行型

t必
中
る＜

n九

0 

る
と
;;,ii, 
〈
出

'D 

問
題
悶
心
を
共
有
し

と
1

犯
さ
話
川
沿
明
γ

と
し
ょ
ノ

リ
払
止
円
人
心

i
観
的
似
川
住

lおとれ技ftい＝っして（ 、
グー、、

p

－J
干しみ均一
γ
ぺ
U

L
l
j

／：
JZ 

日日つ」

円
時
の
イ
ギ
リ
ス
ム
お
よ
び
ア
ィ

j
カ
に
お
け
る
関
連
判
河
－
学
玩
の
紹
介
・
検
討
を
通
乙
て
、
剖S

 
E
 

斗
マ
十人X

 
F
 

こ
の
、
ぞ
つ
な
同
盟
関
心
の
叱
円
宗
に
は

を
の
く
る
法
的
問
包
今
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は

当
一
品
事
案
に
お
け
る
当
許
被
月
叫
人
の
処
罰
が
妥
山
j

「
お
乙
り
慢
査

古
問
題

と
す
る
己
一
蹴
説
的
な
伺
1
1に
け
で
な
く
、
「
焼
売
の
選
沙
悦
そ
の
も
の
を
い
山
弁
の
基
塗

ζ
L、
被
青
人
の
犯
芳
件
を
闘
る
ご
y
しな

く
、
千
絞
を
h

打
ち
切
る
二
一
を
i
京
：
す
る
一
杯
鋲
…
一
同
」
的
な
刻
庁
か
ら
も
り
て
－
U
手
針
ト
の
同
巡
牲
を
検
討
す
J

る
必
回
以
牝
が
者
一
誠
さ
れ

る
ん
モ
つ
に
な
ゥ
丈
一
」
と
に
易
、
切
れ
み
九

当
時
の
わ
が
一
ょ
の
リ
リ
例
ψ

学
誌
に
お
こ
へ
公
訴
，
作
濫
則
論
お
払
川
口
注
法
収
集
出
拠
排
除
J
u
m

を
巾
む
と
し
亡
、
ー
造
法
山
長
官

に
対
ず
る
町
山
手
手
続
ャ
ー
の
対
処
方
法
に
対
す
る
坪
設
的
関
心
が
ト
向
ま
っ
て
レ
セ
と
の
苧
J
村
正
有
t
れ
を



r日

指
持
寸
る
こ
と
が
で
き
る

f
2ノ
に
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
、
ν
で
い
い
へ
こ
れ
ワ
の
見
解
い
お
い
亡
は
、

の
「
お
と
り

日立
i
u
ぷ
乃
和
～

Jγ

1
一＝ロう〕

俊
正
の
「
t
j
目
的
帰
結

の
問
ー
は
が
、
基
本
的
に
、
そ
の
「
凶
白
河
h
～
法
、
こ

L
て
の
違
法
一
計
仰
の

1

法
的
効
果
と
し
て
、
為
る

J、
円問

ー、J
J
J

小、
ー、
f包

「
授
八
同
氾
起
に
お
汁
る
違
法

「
対
処
方
沖

の
問
忍
乙
し
し
、
人
調
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
υ

に
刈
一
3
0当
一
誠
川
辛
子
紙
上
の

d
u
っ
こ
J

句
、
土
の

見
沼
yhu
た
と
え
に

の
達
比
一
…
ー
に
M
U
i
〈
裁
斗
に
よ
る
手
続
打
切
り
を
も
っ
て
対
処
「
べ

お
と
り
授
A
i
i

き
場
合
汁

免
訴
に
よ
る
ひ
公
訴
支
却
に
一
d

る
か
に
つ
…
て
は

技
肝
心
違
法
h
r
犯
意
読
売
T

パ
ユ
ノ
形
芝
当
該
犯
洋
／
）
実
体
的
に
持

速
し
為
っ
て
い
ξ
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
ど
ー
～
ら
か
と
い
う
と
品
川
訴
に
す
る
万
が
よ
し
と

お
と
れ
技
存

万
岬
川
市
内
を
違

" , 
サ p

法
収
集
証
拠
訴
除
法
引
の
査
制
に
よ
れ
り
解
決
FJ
る
、
一
と
に
つ
い
て
も

お
と
わ
按
ん
比
U
場
合
仁
以
、
知
人

hv
処
罰
す
べ
き
か
吉

o,, 
t、，

mv
で
あ
り
、
む
し
ウ
犯
人
を
処
計
ナ
ノ
べ
き
で
立
い
と
の
粘
識
が
l

ん
行
し
て
、
そ
の
♂
干
段
と
し
て
排
除
訳
出
古
市
い
よ

一川｝

、
み
る
い
は
、
ー
凶
捜
査
と
院
わ

η
の
7d
い
一
オ
拠
に
よ
り
有
罪
1

ぐ
さ
れ
る
余
地
が
依
然
と
し
て
山
内
る

弓
と
す
る
も
の

二、ノム一
i

と
JUHη

判
LUγ

丁、あっ
f

L

、
7
2
一

J

、（ご

J
7
、、

f
t
A
I
J
L
二
、
J

J

l
一

）

九
月
と
り
判
以
λ
日
常
、
犯
者
誘
活
別
れ
の
も
の
と
機
会
指
供
刑
一
り
も
の
と
い
山
分
け
て
ど
え
、
専
つ
刊

醤
に
つ
い
て
そ
の
は
的
効
京
F

ピ
論
。

V

る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
と
の
向
者
の
悶
～
は
、
エ
の

と田
u
わ
れ
る
の
で
、
一
れ
を

μ別
、
以
て
考
え
る
こ
乙
は
、
基
た
的
に
み
て
ギ
〕
い
お
向
で
あ
れ
炉
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

の
Y

下
｛
岐
に
一
辺
的
店
主
同
久
げ
か
ゐ
る

「
お
と
り
担
ぶ
ロ
」

の
問
題
性
を
、
「
囚
家
計

J

臼
」
］
の
手
で
犯
非
人
を
つ
く
り
ま
！
？
っ
、
こ
れ
た
処
H

司
ず
る

と
ど
山
八
占
め
る
パ
壮
山
売
の

「
分
説

の
問
yU刃
y
一市町、、

草
川
本
的
ピ
は
継
承
し
て
い
て
ー
一
い
う
こ
ノ
↓
予
で
き
る
も
て
つ
に
巴
わ
れ
る

に
も
か
か
わ

Jr、
こ
れ
ら
の
［
一
見
解
は
、
｜
｜
弘
述
の
ζ

お
り
、
ー
お
ζ

り山山人斗

の
「
法
的
帰
結
」
を
、
授
十
立
川
尚
一
位
に
お
け
る
違

法
に
川
刊
州
昭
一
q
J

る
刀
法
」

り
同
訟
の
環
乙
I
J
て
号

7J八
パ
の
に
｜
｜
ー
当
該
被
仁
川
ー
へ
の
処
剖
心
拒
当
性
i
J
U
Y

、

）
4

門
交
斗
L

P内
、

／

U
A
M
d
H小

iz－
－

版
印
γ

山
糾
い
り
伝
寺
内
」
お
た
υ

選
法
岐
点
炉
心
抑
制
ζ

い
た
政
策
ー
ど
γ
%
に
、

M
M
在
、
一
山
話
料
に
お
け
る
主
法
に
対
処
す
る
方
法
ー
中
広
間
斗
刊

ず
る
際

ι考
慮
に
人
れ
ら
れ
る
べ
き

山
有
国
と
1
て
！
じ
凶
つ
け
亡
、
わ
わ
、
そ
の
結
果
、
従
来
の

三
百
、
亡
之
、
I
l
l
l
1
「

μじ

i
Jイ

L

O

一
j

二
分
説
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tz誘
党
J

川
ー
で
あ
れ
ば
、
即
「
処
H

剖
の
い
叩
性
が
何
定
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で

「
囚
家
？
被
青
人
事
一
処
罰
し
う
る
か
y
ス
か

を
判
断
す
る
た
め
の
絶
叫
刊
的
な
世
帯
混
と
し
て
民
不
さ
れ
て
い
2
1

犯
む
誘
九
人
制
」

y

し
機
会
提
供
型
L

わ
い
則
的
の
克
浩
司
を
、
「
u↓
夜
犯

人
命
、
丸
出
一
j

る
い
く
に
工
三
L
自
作
ら
れ
る
公
穴

一
方
の
浮
に
索
引
一
、
将
必
の
違
法
1
J
お
こ
り
拐
、
公
に
対
す
る
子
三
ソ
ク

r
し

て
の
効
浜
、

司
法
の
廉
山
県
判
白
い
し
公
正
さ
に
刈
す
る
引
人
お
よ
び

役
中
ル

1
5信
頼
一
つ
門
復
等
の
メ
リ

y
ト
を
他
方
の
杵

μ
乗
て
、

判
片
足
伐
日
中
h
M
h

仙
六
れ
た
結
果
、
絞
者

i前一者、
d
h

：
か
告
か
と
い
う
刈
附
の
仕
か
で
が
対
化
す
ゐ
契
機
中
一
九
包
｝
戸
、
い
た
の

実
際
、

出

U
ト
パ
パ
裁
判
に
よ
る

I
続
打
切
り
と
い
う
方
法
仁

4一作1

t；~ 

免ヰ

イコ

'i句、 E

jヒ、、、
意、みF

5秀、与
ヨc、r」

型、 lそ
しノノ、
J 、 l
竹、r

ご ＂ ' ＂：、と
U、わ
主〉、＂＇

'"' Q 、オ三
と、」ム
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L：喜
子、円
一
、
傍
点
引
川
刑
者
）

そ
の
必
些
角
川
u
・J

話
お
件
、
犯

上
っ
こ
も

d

処
す
る
に
は

へ
の
犯
罪
へ
の
傾
斜
度
、
投
昨
恨
の
訊
問
川
止
の
ね
れ
度
、
犯
罪
の
重
大
佐
等
の

幾
つ
も
の
判
断
某
準
に
印
ら
し
て
、
ー
椋
度
に
淀
川
一
山
性

ケ
山
一
日
い
」
と
認
め
ら
れ
る
必
町
立
が
あ
る
と
「
ず
る
一
方
で
、
選
出
収
朱
証
拠
州
除
」
広
則
の
遊
山
に
悶
し
て
も
、
「
h

ぬ
と
い
r
m
H
査
は
、

lおとれ技ftい＝っして（ 、
般
公
に
円
。
げ
る
注
訟
の
け
て
も
か
な
わ
ノ
程
民
心
高
い
も
の
と
い
え
vG
の
て
、
円
七
の
］
川
は
が
あ
ま
り
に
も
出
f

劣
九
い
も
の
で
あ
り
、

u

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

つ
必
変
性
、
も
あ
ま
り
な
か
っ
た
H

亡
、
ノ
な
場
合
に
は
、
ス

fλ
機
会
川
供
型
の
も
の
っ
て
も
、

一

K
C8
 

1

／
お
い
情
犬
、
れ
て
し
た
の
で
あ
る
c

一一Jr拠
排
除
）

の
対
象
〉
す
る
こ
）

が
で
き
る

傍
ム
ィ
広
EUズ
）

い
ず
れ
に
せ
へ
と
う
し
て
、
「
お
y

り
授
受
」

の
手
続
法
ー
の
間
決
に
つ
い
亡
は
、
従
米
の

ー一八刀
L

品」

の
基
徒
に
あ
一
つ
行
「
引

一
政
事
事
に
お
け
る
当
訟
被
告
人
の
い
込
町
引
が
妥
ゴ
か
」

的
な
観
点
か
つ
だ
け
で
な
く

「
民
ぎ
の
違
法
性
そ
の
も
の

〆」

γつ
ニ
歓
説

を
問
題
に
す
る
寸
評
波
乱
」
的
な
杭
庁
か
ら
も
検
討
「
る
必
安
性
h
I

訟」
L

附
さ
れ
る
よ
う
に
な
3

た
こ
と
も
あ
り
、
て
の
絞
り
平
一
説
に
お

犯
ム
一
百
マ
市
党
刑
γ
」
ご

機
会
提
供
型
ー

お
と
り
肢
査
l

ジコ

泊
川
叶
ケ
違
法
t

ま
h
J

は
そ
の
法
的
一
的

ρ

一
f
L
占

l
目
、

の
戸
別
に
つ
い
て

手古

U
判
断
片
品
巾
ー
と
し
て
の
合
碍
笠
を
改
め
て
円
－
一
レ
泊
三
ご
っ
と
す
る
引
き
が
み
ら
れ
る
」
う
に
な
る
。
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r日

J
0
7
j

も
、
ヤ
の
よ
う
＆
意
味
さ

1

二
分
説

の
ん
は
田
町
性
心
ι
検
A
刊
し
な
わ
？
？
、
と
す
る
ペ
ベ
γ
一
点
の
な
か
に
4
、

ー
犯
仰
い
刊
品
交
刊
土

お
と
り
惚
査
が
違
法
で
あ
る
こ
こ
を
が
提
に
、
「
機
会
桜
供
出
」
で
あ
一
っ
て
も
、

と
さ
れ
る
場
台
が
あ
る
ご
と
を
強
品
す
る
見

J、
円問

！時

反
汁
ピ
、
②
犯
吉
一
括
禿
判
明

の
お
）
h
リ
授
へ
斗
で
あ
う
て
ー
も
、
「
池
法
」
ぐ
許
制
さ
、
れ
る
ペ
き
場
合
が
あ
合
三
／
一
を
強
調
ず
J

る

見
解
が
点
的
コ
た
「
と
に
注
忠
し
な
け
れ
ば
へ
は
ら
な
い
n

'"' 
こ
？
っ
ち
、
①
の
方
向
刊
を
代
表
示
’
る
も
の
こ
じ
て
は
、
一
「
犯
h
E
訟
発
型
｜
｜
違
法
、
機
会
山
河
供
刑
法
｜
｜
池
山
辻
」

ζ

い
う
命
題

日一

F
で
犯
出
ぃ
5
自
州
市
を
浪
渋
の
し
行
水
港
と
す
る

二
ψ
1
時
の
わ
が

4
の

F

下
級
零
判
例
の
、
一
下
流
拐
な

J

思
考
マ
ピ
れ
口
休
日
一
市
に
、
あ
る

レ
は
犯
d
H
い
の
有
加
の
五
十
円
体
r出
J

川
市
北
！
止
刀
法
の
中
に
、
惜
別
事
案
に
お
け
る
違
法
判
断
を
妨
げ
る
岩
国
が
あ
コ
た
一

と
の
向
山
間
己
認
識
の
も

－Y」一
l
h

、

お
と
り
村
山
貨
の
述
出
の
判
対
某
J
E
C
杓
線
化

（西
J
k
l
A
1
y
に
お
い
円
る
関
山
氏
判
例
学
況
を

の
必
市
古
川
日
セ
ー
却
さ
、
当
時
の

組
合
仲
間
汗
し
た
う
、
ス

災
が
凶
へ
の
J

荒
川
市
川
能
川
口

を
詑
め
、

113
と

η
授
有
心
訴
訟
法
的
規
制
古
市
ず
る
ぬ
合
に
は
、

マh

L

、Jfν 

刑
事
訴
迫
の
叩
刊
誌
を
型
↑

TVVの
限
界
内
に
枠
付
リ
り
る
た
め
に
、
一
凶
氏
（
山
知
日
以
壮
い
叩
主
主
根
撚
？
と
し
て
、
「
個
人
心
争
政
』
を
奴
介
と

し
て
淀
川
す
べ
き
お
と
り
持
昔
と
、
一
円
ほ
の
旬
以
性
一
り
青
山
花
的
確
保
の
た
め
に
規
制
す
べ
き
お
T
／
一
け
探
査
と
そ
t
A
4的
類
刑
と
し
て
ぢ

（
伐
の
出
交
上
下
す
べ
き
さ
あ
る
と
し
、
「
お
と
り
山
M
T
刊
の
選
法
の
判
断
某
所
」
と
、
二
L
とけの

類
狙
い
そ
れ
ぞ
れ
対
U
ず
る
；
犯
意

〕

L
トト
v
l
J

O
E〆

t
j

イ
p

廿
志
向
と

の
品
有

t
い
え
ノ
、
。
一
一
心
的
菜
市
を
徒
一
小
「
る
け
い
肝
心
乙
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

「
二
冗
的
民
所
L

。〉

よ
れ
ば
、
お
と
り
授
査
の
J

塔
渋

「
同
家

目
、
「
オ
店
L
絞
ん
刊
に
だ
け
に
日
家
の
出
以
の
非
作
Y
L

、
す
な
？
わ
ち
、

が
犯
罪
に
加
川
吊
し
て
お
き
な
が
ら
そ
の
M

J

れ
た
子
で
被
議
党
者
を
詐
追

L
処
罰
一
G
J

ゐ
こ
と
を
同
巡
視
す
る
e

ー
法
の
生
限
品
川
迎
合
』

に
小
中
小
め
ら
れ
る
が
、
こ
の
寸
法
け
川
用
性
珂
念
や
恨
M
W

与
し
て
禁
止
3
れ
る
へ
き
お
と
り
肢
を
の
山
中
に
は
、
〔
宝
田
川
法

タ
ペこ

人

わ
川
ぱ
害
一
ゲ
↓
位
H
h

っ
か
岐
に
疋
叶
化
が
不
司
能
と
い
二
つ
意
味
に
お
レ
c
k
I
止
さ
れ
る
べ
き
井
、
町
中
と
、

か
か
る
匁
ャ
ウ
ピ
ー
れ
わ
ぬ
と の
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、J

て
J

川
、
司
法
の
盆
政
川
内
町
〈
る

r居
心
林
市

ιの
説
よ
か
、
口
直
接
的
に
禁
比
さ
れ
る
べ
き
相
綱
引
γ三
か
あ
り
う
る
」
ご
そ
、

J

て
、
一
の
λ
ー

ち
、
「
司
法
の
お
液
性
述
人
心
を
依
拠
こ

L
て、

個
人
の
尊
厳
」
守
口
γ
探
介
L
7
v
て
川
閣
制
す
べ
き
お
／
｝
h
J
授
査
類
、
刷
に
は
、

犯
哀
の
H
、

体
化
L

幕
議
に
主
主
弘
法
刊
断
が

司
法
の
い
暇
性
心
山
市
内
唯
仰
の
ん
じ
り
に
規
制
ず
J

ぺ
き
お
／
石
川
叫
ん
J

類
型
に
は
、
「
甫
一

ま
れ
に

大
な
影
管
」
芯
却
に
ラ
h
v

違
法

1
断
が
ぐ
れ
ぞ
れ
刻
山
）
、
リ
川
省
に
お
い
て
は
、

に
対
し
て
存
存
ず
る
嫌
疑
心
某
問
中
よ
程

庶
民
」
お
よ
ぴ

、
パ
札
円
て
探
査
出
向
日
対
の
側
か
ら
い
え
ば
犯
震
の
存
在
を
認
め
る
に
足
h
る
令
道
的
被
処
の
有
畢
が
室

法
判
前
日
川
左
心
す
る
こ
と
に
な
る
」

の
に
対

I
て
、
従
ー
者
に
お
レ
て
は
、

犯
山
弁
実
行
へ
の

一
抽
出
勤
性
」
と
い
う
被
告
人
乃
一
容
円
以

h

初
出

度
と
U
関
連
に
い
ね
L
て
、
出
と
わ
の
働
き
か
け
の

強
度
お
よ
び
判
的
A

V

芝
山
法
判
断
一
ぜ
た
れ
ヲ
る
こ

2
に

な

る

と

阿
基
r
q
干
す
か
ら

桐

i
補
完
的
関
係
に
お
い
て
杭
f

げ
と
一
涜
訟
判
析
が
黒
か
れ
る
結
束

さ
れ
る
犯
な
誘
発
川
市
心
お
と
的
捜
査

の
総
凶
が
蛇
張
さ
れ
う
る

「
と
も
に
、
一
機
会
蛇
吐
い
也
石
お
と
り
投
脊
に
つ
い
て
も
連
法
判
断
が
ド
ー
さ
れ
う
る

、
一
と
に
ほ
る
と
ち

わ

る
CJ 
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凶
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が
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犯
L
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ぞ
誘
廷
し
t
h
m
＃
な
が
ら
、

他
方
て
ユ
の
同
り
ふ
が

す
る
」

ご
7
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J
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l
t
k
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あ
る
い
は
、

お
い
て
は
、
従
米
の

1

分
説
」

の
い
わ
仕
本
的
人
ム
問
忍
関
h
を
継
承
」
3
9
4
の
ご
あ
る
乙
い
う
こ
乙
が
む
き
る
も
合
つ
に
息
れ
れ
る
、
y
L

犯
戸
山
の
け
、
体
化
」

「
一
出
大
な
影
響
」
基
準
を
「
お
と
り
探
査
の
違
法

、J3

、

4
5
 机
h 
、～

1
1
i
t
：、

－

nfr」仁川匂庁一九同

し
て
認
不
し
、
、
）
の

正
り
は
山
幕
呼
t

に
よ
る
ー
お
こ
り
技
K
M
り
違
法
内
断
l

を
前
半
〈
し
て
、
一
起
訴
の
叫
始
、
L
J

は
わ
ち
一
ん
訟
除

市
民
ハ
」
小
玉
川
じ
て
い
る
口

L
か
し

そ
の
恨
拠
こ
さ
れ
る

司
法
心
世
限
料
引
念
ー
が
、
当
｛
本
が
犯
罪
に
加
川
し
て
お
き
な
が
じ

J

そ
の

汚
れ
た
ア
で
党
誘
発
者
を
訴
追
し
処
罰
す
る
日
、
と
宮
間
町
内
判
叫
す
る

も
の
で
あ
る
し
し
す
れ
ば
、
そ
、
れ
に
よ
コ
て
一
川
一
小
止

ι 



r日

「
国
家
が
洞
化
罪
い
厄
担
「
る

こ
と
そ
れ
自
体
で
日
な
く
、

b
h
い
ろ
、
凶
門
家
げ
が
；
：
：
lγ
れ
た
子
ご
J

散
説
死
者
を
一
品
迫
し
処
罰
す
る

「
犯
罪
誘
発
’
h
A

叫
基
準
は
、

お
こ
h
川
悦
有

の
「
4FLVH

こ
乙
で
あ
る
と
い
う
ペ

》
】
加
つ

Jl七
州
プ
U

J _  

6 

J、
円問

円
断
の
草
剤
叫
ー
し
て
で
は
z子
〈
＼
ふ
れ
〕
1
L
V

つ、

J

れ
に
よ
〉
て
い
れ
〕
さ
起
こ

3
れ

た

犯

罪

J
T
4
4
自
こ

T
q
「一品迫」

の
前
容
糾
い
り
判
断
ぃ
魚
川
と
し
て
L
F
L

不
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
f
J
f

：
、
〆

そ
の
怠
味
で
、
こ
の
じ
F
L
解
は
、
一
お
と
り
提
貨
に
お
い

E
M
（
怒
り
主
因
す
る
ヂ
后
は
、
津
市
民

J

に
よ
る
犯
罪
誘
党
、
」
出
家
に
よ
る
犯
罪

処
罰

t
心
街
に
存
在
卜
す
る
一
よ
し
な
が
ら
も
、
一
お
と
り
浅
丘
の
訴
訟
的
規
則
川
と
い
う
制
強
認
心
の
も
と
p
い
そ
の
一
違
法
の
判
前
基

恨
の
砧
激
化

マ4
6性
と
一
人
出
家
に
よ
る
犯
罪
訴
訟
丸

の
詳
玄
性
ー
に
レ
う
そ
れ

古
志
向
し
ド
た
め
に
、
ー
凶
家
に
よ
る
犯
守
処
山
剖

F

ご
い
い
異
な
る

U
的
関
心
に
糾
す
る
判
起
を
引
出
向
な
い

L
同
一
一
叫
す
る
と
い
う
従
来
心

9
 

き
紛
い
で
し
ま
う
こ
い
1

に
ん
、
古
」
は
否
ど
で
き
な
い
よ
う
に
忠
わ
示
。
勺

一
分
説

げかえ
υ
っ
こ
い
た
為
い
ま
い
さ
や
も
引

,5, 

こ
れ
に
だ
し
て
、
②
心
方
向
性
を
代
表
f
る
も
、
り
と
し
て
は
、
「
ぃ
l

結
審
川
例
や
り
千
説
の
多
数
読
が
不
す
よ
う
～
、
お
と
り
烈

去
の
結
来
、
犯
い
十
一
な
か
一
斉
一
日
UJ

尽
を
行
わ
什
穴
場
な
に
は
A
月
九
九
’
野
苫
を
処
託
で
き
な
い
と
す
る
い
比
僚
は
、
お

2
り
按
去
の
砕
い
L
1
一
ど
重

枚
、
〕
寸
フ
丘
一
一
て
い
る
き
、
り
い
が
あ
り
、
今
後
、
有
に
あ
た
る
叩
プ
刈
で
あ
っ
て
も
、
対
象
制
化
い
升
が
大
主
の
V
M
t
u
初
の
一
向
持
事
犯
の
場
合
の
よ
λ
ー

に
七
ム
ぷ
い
弓
J

え
る
〕
L

一↓哲の
rt友
が
き
わ
め
て
大
き
く
、

恥’つ、

犯
邦
の
門
同
紙
－
巧
妙
化

し、

ご
仙
の
方
法
J

乞
旬
、
ハ
一
て
は
犯

人
命
、
検
ぷ
し
え
な
い
叶
寸
の
特
別
事
情
の
存
」
7
る
場
〈
い
に
は
、
な
お
犯
罪
者
キ
処
罰
仁
き
る
r
一
ナ
ノ
る
刊
断
か
一
一
必
宇
く
さ
れ
る
べ
き
L

で
あ

る
と
し
、
干
の
丈
め
に
、
お
と
り
授
査
の
も
た
、

J

ー
や
4

古川
J

訂
戊
い
か
む
を
唯
一
の
基
準

yγ

て
判
断
す
る
こ

L

了

ν
久

i

2

1

J

 

そ
の
弊
宝
口
の
紅
山
氏
、
ζ

対
象
犯
罪

の
程
斗
F

ん
に
の
辺
校
倹
旦
旦
の
は
か
、
り
刊
号
戸
川

U
Zの
重
r八
性
、
池
の
桜
木
i
l刀
法
を

J

こ
い
ム
犯
山
引
の
隠
沼
・
巧
妙
化
勾
J

、
お

2
り
段
査
の
伐
川
刑
を
や
む
を
え
な
い
ζ

T

G
諸
般
の
伎
が
打
を
J
も

一切〕

勘
案
で
言
る
よ
う
な
判
断
の
枠
組
）
を
提
む
ず
る
見
解
が
挙
け
ら
れ
る

？む
u

J

て
L
て
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こ
の
民
間
貯
の
出
発
ょ
と

Z70問
題
関
心
は
、
「
お
と
り
捜
γ

公
の
あ
り
方
」
主
、
担
十
七
校
術
の
巧

υwnq
・
技
術
作
u

の
内
山
崎
L

の

ー
〕
て
、
す
な
わ
ち
、
「
こ
れ
を
必
変
こ

γ
る
犯
指
紋
稀
し
L

の
霊
前

15
見一

一
山
崎
而
乙

L
て
位
医
づ
け
て
検
討
し
よ
う
こ
す
J

る
と
こ
ろ
に
あ
竹
、
そ
の
結
来
、
日
え
剰
に
お
い
て
は
、
「
お
y
h
i
り
授
A
l

の
実
施
に
山
U
つ
告
荷
幻
弊
ん
い
〔
の

が
間
垣
こ
な
る

の
問
忍
性

が
、
も
っ
ぱ
ら
、
一
仙
宮
立
法
l

上
心
計
芥
牲
の
枠
組
｜
｜
九
体
的
に
は
、

7
～
v
れ
ι4
必
市
片
と
ず
る
犯
罪
取
払
州
上
心
変
司
凶
v／
｝
マ
f

」れ「心＋よ

一巴一

つ
の
側
面
の
沈
校
低
u
申
」
ー
ー
の
注
力
ア
＼
「
お
と
り
授
査
な
用
い
る
こ
一
が
認
め
ら
れ
る
刀
、
主
た
、

伴
う
各
組
の
山
加
害
乙
い
う

ど
の
川
崎
1

川
h

に
お
い
、

と
い
う
切
点
か
ら
似
え
な
お
さ
れ
る
こ
と
に

h

｝
ハ
、
ト
イ
ふ
弐
J

総
合
判
断
説
は

に
対
し
、
一

w

か

主

cu引
別
事
清
が
存
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も

従
来
の

';} 
；臼

犯
む
y
h
b

き
者
L

犯
心
を
生
ぜ
し
め
こ
犯
罪
主
実
行
手
せ
た

JZコ
に
あ
え
る
か
戸
打
、
ー
亡
の
犯
罪
者
一
一
処
い
出

L
Xな
く
な
る
一
と
す
匂
内
、

川

h
u

一

的
N
L
rー
に
過
ぎ
る
一
と
の
批
判
宇
一
r
刊
行
7
9
J

そ
し
て
、
ー
お
と

η
捜
査

に
お
い
マ

乾
対
的
”
山
－

む
H
R
W
性
判
断
に
お
い
て
、
か

り
に
「
汗
立
た
さ
告
に
訓
に
に
和
立
主
K
J
え
て
犯
罪
主
実
行
さ
せ
る
と
い

に
意
義
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
単

に
、
「
犯
罪
の
豆
大

T
や
干
絞
り
補
充
市
十
年
切
り
要
件
は

い
わ
ば
犯
罪
当
設
な
も
に
な
い
者
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
と
苓
／

V
7、
い
要
件

lおとれ技ftい＝っして（ 、
で
あ
わ
注
ケ
れ
、
り
の
市
久
什
J
K

立
川
た
す
洞
化
罪
目

お
の
ず
ー
一
潜
在
的
犯
意
J

ど
も
「
る
者
あ
る
い
は
点
に
犯
罪
主
犯
、

J

て
い
る
者

1
f｝
》
ズ
バ
出
、

延
命
dη
川

i

土
寸
弔
巳

〈
百
円
み
よ
J

E

V

A

夕、

ど
つ
い
て
の
犯
内
刈
と
い
h

ノ
こ
、
と
に
な
L

る
た
め
、

犯
す
［
山
な
き
去
に
新
た
に
相
釜
石
今
、
活
発

3
せ
わ
に
な

れ
ば
、

お
げ
了
、
、
同
時
に
そ
の
他
の
要
件
守
点
滴
た
び
な
い
こ
亡
に
も
な
る
乙
い
う
主
味
で
事
実
卜
の
も
の
に
乙
こ

す
な
わ
ち
、
こ
こ
ど
は
、
従
末
の
ふ
分
説
に
お
い
て
は
、
お
と
h
岐
点
戸
に
－
払
っ
て
惹
き
起
工

3
れ
た
「
犯
界
」
を
述
斗
y
し
ず

v
f
i古
川
川
抗
生
守
人
の
処
罰
の
山
山
中
↓
性
：

の
判
断
恭
川
内
と
じ
て
絶
対
的
か
つ
規
範
的
な
忠
義
を
も
つ
も
の
こ
し
て
淀
一
小
さ
れ
亡
い
ト
「
犯

る
立

uz
一
誘
発
刑
ヰ
ー
と

終
会
長
枕
い
摺
l

ぉ
；
り
授
A
i
i

の附
U
K
引
法
上
の
許
存
性
可
断

ζγ
つ
異
仕
る
t
仏
的
支
派
ー
に
お
き

の
PA別
内
J

ヘ
う
お
さ
、
れ
た
結
民
、
ー
こ
れ
を
必
習
と
ず
る
犯
ザ
取
締
ャ
ー
の
中
氏
請
と
そ
、
れ
心
支
捻
に
伴
、
っ
か
什
極
の
特
告
と
レ
ー

つ
の
慨
西
正
比
較
尚

司
冗
叶
）
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r日

量
」
の
な
か
で
相
対
的
か
つ
む
実
的
な
意
義
キ
認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
ま
い
も
の
と
）
て
倣
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
「

！、、4

市
よ
、
い
一
の
も
三
つ
に
、
「
お
と

の
問
羽
山
性
を
、
も
っ
ぱ
ら
「
探
査
法
」
、
「
な
わ
ち
授
査
を
規
制

F
る
諸
規
制
の

J、
円問

枠
組
に
お
い
に
検
討
す
る

T
法
は
、
当
的
、
長
門
同
法
昭
和
二
八
年
九
司
令
本
緩
川

L
つ
つ
、
君
、
作
法
的
に
＝
］
ん
て
、
図
が
犯
人
に
犯
芯
を

中
じ
さ
仕
J
J

か
ら
と
い
っ
ナ

そ
り
は
白
山
恩
恵
を
割
以
し
た
も
の
で
は
な
，
、
山
一
に
山
仙
川
引
を
犯
「
き
っ
か
日
を
リ
え
に
に
す
ぎ
す
、
犯

同
訓
の
安
行
は
、
あ
く
ま
で
本
犯
の
責
汀
げ
い
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
だ
け
で
出
に
処
社
治
F

叶
か
な
い
／
｝
一
吋
い
侍
る
か
ア
へ
い
ピ

疑
問
が
丸
山
る
一
と
し
て
、
一
犯
υ
円
山
誘
渋
川
ど
の
よ
ね
ー
ご
り
技
貨
に
つ
い
ヨ
て
従
4
4
の

一崎一

定
す
る
H
h
時
川
げ
か
一
伺
rM
に
、
十
張
さ
、
れ
て
い
た
状
刈
と
あ
レ
ま
れ
ど
、

が
指
摘
し
と
き
た
利
減
）
A
f
z
L
、
れ
白
体
主
否

ゎ
y
j
u
一

ノ
Y合
計

V

乙
て
の
／
似
の
わ
や
か
出
の
ふ
干
設
の
刀
川
均
十
決
｛
了
τつ
行
て
〉
、
こ
と
に
な

ソハw
の
で
あ
る

υ

, , 

－
L

は
い
え
、
と
れ
い
り
時
期
に
お
い
て
も
、
右
C

コ
一
冗
的
某
準

説
以
外
に
、
従
来
の
一

メネ
u 

説

の
湾
出
問
問
、
山
J

ど
県
本
的
に

示
「
る
口
凡
抑
併
が
ふ
ペ
キ
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
わ
一

に
1
」、ズパ叶……、

「
机
振
の
H
M
E
J
ど
持
h
J

な
い
者
に
l
Rを
か
け
と
現
行
JUι

田山い

rv
ーにせ、

花
い
は
一
三
強
化
し
て
犯
尽
を
実
行
さ
せ
こ
と
す
れ

lよ

回
（
志
向
つ
が
創
出
、
〆
千
人
犯
罪
主
校
拠
に
内
？
設
行
為
，
JY
寸分一目前九
d
J

る
こ
〉
に
な
る

延
い
て
は
凹
家
カ
洞
化
罪
を
創
れ
ノ
山
〆
、

こ
の
よ
う
ま
行
為
は
法
ム
信
囚
家
原
則
「
折
恵
一
山
自
己

か
ら
ヲ
〆
て
前
さ
れ
な
い
こ
に
を
山
E
J
J
1
f
y
v
て
、
こ
の
よ
↑
ノ
な
車
一
情
十
一

1
n
井
典
型

的
訴
訟
条
件
事
川
ま
た
は

1

訴
訟
陸
前
事
ー
一
」
と
み
る
べ
、
芦
と
あ
る
／
一

進
法
な
お
〆
じ
り
般
貸
出
ド
ハ
杵
h
I
L
L
、
同
窓
ピ

憲
法
法
反
的
治
効
が
あ
う
た
ぬ
ム
円
に
は
、

川
U
J
は
そ
の
怠
決
的
系
投
を
μ
た
い
、
付
会
的
粉
持
d

を
効
果
的
に
堺
l
J
：AJ
る
こ
と
が
で
き
な
い

状
態
に
陥
九
一
さ
る
か
ご
八
な
い
場
合
が
牛
じ
う
る
1

Y

」
）
〆
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
許
さ
れ
苫
る
お
と
り
妓
査
に
つ
い
て
は
、
わ
が

7
川

に
お
J

ど
も
処
罰
山
却
卓
上
山
刊
に
茶
つ
く
批
非
と
し
て
、
ア
れ
を
処
法
ず
べ
き
t

て
あ
る
ζ

T

G
見
解
J

凸
掠
小
さ
れ
に
が
、
こ
れ
ら
り
い
れ
解

れ－

I ~ 
"' 

「お
v
c
h
後
任
一
ハ
山
田
中
山
浩
ヤ
主
の
段
、
北
を
一
民
家
、
β
白
己
の

T
で
犯
罪
人
を
つ
く
り
な
が
ら
、
h

れ
を
処
却
す
る
こ

し、

l取人法学l日 （＇.48；品［2iJCS.弓、



と
」
に
？
よ
め
る
一
札
正
の
「

へ
刀
説
の
ヰ
一
《
的
な
問
題
関
心
と
の
線
利
性
七
γ

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
ス
に
巴
わ
れ
る
仁

し
か

L
な
が

1

h
一
れ
ら
の
氏
一
川
7
へ

「

む

的

基

準

説
1
4
司
設
に
、

お
こ
り
制
限
苛
」

の
法
的
問
冠
件
を
倹
討
ず
る
に
あ
ナ
ー
ヱ
【
＼

「
日
家
が
犯
罪
を
創
り
出
す
こ
午
、
ず
な
ね
り
「
お
乙
り
行
為

拠
に
Jwi苛
A
F七
持
者
を
計
九
nJ
る
こ
こ
ー
の

i

討
び
性
の
問
題
ん
で
混
同
な
い

L
河
慨
し
、
あ
る
い
は
、
川
者
、
J
I小
一
許
存
糾
μ
を
役
者
f
J
J
J
J行
性

め
の
前
提
条
引
い
」
し
て
け
い
置
づ
日
て
い
γ

～
め
に
、
川
問
題
竹
の
三
兵
仕
い
し
は
係
に
つ
川
て
刈
論
的
な
検
討
を
行
広

の
前
零
件
川

J

間
法
〆
｝

「M
門
家
み
日
ず
か
つ
が
部
品
し
た
犯
罪
を
引

う
却
六
時
叫
J
h
」
提
供
す
る
に
は
で
ヤ
ら
な
か
っ
に
の
で
占
め
る
r

実
際
、
干
の
持
、
の
い
い
か
巴

趨
勢
は
、
次
節
に
お
い
て
J
F
る
よ
う
に
、

と
り
わ
行
弦
税
処
分
法
定
主
義
や
北
川
川
原
則
と
い
つ

ド
ー
一
技
官
を
は
判
制
L
j
る
険
制
羽
詰
に
閉
山
寸
ノ
日
用

J

曜
日
的
制
向
山
由
の
ー
両
主
的
主
背
呆
と
し
て
、
一
討
し
し

η
奴
査

の
子
続
的
向
山
県
性
古

ピ！
査

伝
一
ニ
心
問
題
と
し
て
す
な
わ
ち
、
捜
査
を
続
制
す
る
諸
規
約
に
照
ら
し
て
心
許
谷
佳
作
勺
い
し
遺
伝
述
げ
は
「
い
う
釘
ト
け
か
ら

ル
快
コ
叫
「
ず
る
方
向
に
ぬ
き
、
終
公
開
紅
仰
い
刑
と
「
和
烹
誘
吋
九
刑
」
、
り
庁
内
別
の
告
義
v
u
、
そ
の

心

G
か
で
換
骨
奪
胎
さ

わ
い
て
い
く
こ
と
に
な
コ
ヒ
の
で
あ
る
が

三
山
ぺ
山
内
が
、
一
分
説
」
J
司
令
い
は
そ
の
問
題
悶
心
中
」
継
本
す
る
が
見
解
が
抱
え
て
い
f

lおとれ技ftい＝っして（ 、
心
の
、
2
7
な
あ
い
ま
い
さ
い
あ
っ
た
」
と
は
ア
h
H
P
疋
で
き
な
い
き
ノ
に
思
わ
れ
る

r

川
何
百
・
前
掲
h

卓
司
♂
｛
川
三
十
日
七
日
リ

ぺ

m
m
F

（

日

γ
一一
「～ハ

υ
j

ず

nυi
一
川
川
ぜ
浪
辺
此
印
「
回
凶
抗
木
工
と

E

民
比
山
午
十
ア
メ
j
カ
人
口
…
以
一
品
判
例
三
パ
巾
し
に
一
一
江
A

リdf～（而九
h

一い）

πh咋
己

勺

～

y
～！ι
い九
L
十
、
じ
問
肖
、
色
、

f

～
 

以
4

端
正
や
引
用
L
つ
つ
、
最
高
裁
は
、
一

ν玄
設
八
七
刑
の
川
引
い
V

づ
い
亡
は
解
符
を
ど
え
て
お
ら

r、
土
工
、
伐
ヘ
A

提
供
引
の
図
担
ム
い
て
あ
っ

山町
H
e
h
特
許
－
町
山
一
ー
ハ
川
計
一

日店内い
F

・
前
拘
干
へ
お

J

八
日
山

ー
も
、
「
そ
の
κ

段
が
あ
ま
ノ
に
お
山
寸
劣
h

も
の
と
れ
い
ノ
、
江
っ
必
要
V
Tい
も
み
ま
じ
な
か
っ
～
劫
介
一
で
ゐ
れ
ば
、
判
い
い
り
店
J
v
k

古
罪
と

↑

975か
ど
う
う
に
つ
い
て

K
L肝
決
で
あ
む
と
い
え
よ
う
一
と
、
出
汁
円
お
と
り
ほ
査

件
三
宅
油
一
也
川
上

f
市
刑
ー
で
品
一
、
f
h

一匹、
ω
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r日

予
山
一
羽
ど
一
様
、
治
山
川
、
一
九

ι
年
）
九
一
一
は
、
一
円
以
す
内
及
川
山
違
法
収

t
託
犯
の
防
除
法
一
川
γ

ム
ー
肘
｝
、
ま
に
公
高
低
減
用
一

J

酬
を
行

r
疋
｝
て
い
る
の
亡
、
町
一
号
待
へ
川
首
川
ょ
の
ど
と
リ
同
査
が
？
収
品
玖
に
J

J
て
注
I
F
と
さ
れ
A
V

余
地
は
存
芹
｝
て
い
る
と
い

J
て
k
い
と
あ
弓

r
－cザ

hvc

J、
円問

ぺ
川
山
一
九
九

cι
代
前
半
で
つ
丈
向
一
丹
、
、
、
、
の
よ
っ
な
指
靖
子
行
う
も
の
「
ご
、
出
川
守
一
い
初
、
り
忍
慌
の
叫
M
J

？ナ門学：て、叶

t
人パ廿
v
F
一
九
八
へ
午
、
。
一
店
、
ぃ
へ
い
…
安
材
乙
り
担
査
」
川
作J

同
人
＝
ー
す
二
九
へ
八
平
一
四
七
、
江
町
骨
rHv
一
巳
乙
り
捜
査
」

t
m
E
市山川
H

H

川
上
正
ト
編
「
H

れ宮
r

訴
止
法
i
J何
十
日
亙
づ
ヘ
ム
何
非
人
間
、
問
ハ
山
川
、
九
九
年
）
五
日
、
伊
時
抗
男
－

L
Jご
い
畏
λ
早
川
ぽ
査
山
川

究
内
科
凶
uoJ

仏
六
一

rt
七
出
司
ふ
寸
前
川
あ
る
し
竺
の
ほ
カ
、

i
」
町
の
卜
川
域
再
判
例
。
尚
山
下

JV、I

検
討
す
る
も
の
と
し
て
、
松
諸
向

ー
お
ど
り
古
布
一

r
E
F
7一
三
二
’
件
ヘ
九
八
〆
ん
1
－
じ
じ
一
山
、
ー
パ
泉
砕
史
一
山
」
り
授
去
と
引
事
貫
汗
一
尚
事
以
詩
ヘ
J

一
守

九
人
川

rf
一
叫
山
口
、
他
吾
川
一
、
お
こ
7
法人
i
b
、
勺
／

l
ロ

ル

ド

デ

j

ハ
l

i

斗
析
L
い
技
ん
王
手
十
戸
に
｛

J

い
J

、
也
甘
辛
子
弘
前
民
刈
八
本

八
μ

一
二
九
九

μ
午一

λ
川
豆
、
一
灯
計
出
向
＝
託
、
出
）
八
二
有
一
以
I

、
川
HM44t
川
肯
主
と
り
捜
査
」
川
戸
d

I

4

将
岳
地
刑
判
例
沼
田
「
刑
事

訴
訟
法
ョ
成
文
、
て
二
コ
ヘ
ノ
刊
年
一
二
ベ
ド
＼
江
原
沖
一
一
日
ヤ
」
わ
持
査
と
同
一
G

る
一
考
察
雪
祭
Jf
論
集
一
ハ
～
し
み
』
一
戸
勺
（

C
～〉
J
）

令
）
つ
凶
訂
以
、
多
和
川
古
担
寸
川
一
I
）

七

日
f

以｜州市寸
γ
＃（J

照

一
作
己
主
つ
／
〕
よ
】
、
山
円
前
決
i
）
、
出
品
事
業
川
い
た
は
、
杉
山
人
予
も
μ

J

も
乙
台
し
、
ぃ

ω
日
ご
一
同
接
販
売
り
犯
店
一
川
〔
凶
以
セ
協
心
者
に

ょ
っ
ー
よ
ぷ
祝
日
…
子
さ
れ
た
y
b
t
I乙バピ一一
J
J
L
こ
ν

は
tiさ
な

r

レ
一
一
じ
て
h
y
b

（J
同
一
ご
の
よ
勺
げ
づ

L
J
、
、
従
の
判
例
に
お
い
て
は
、
「
椛
什
口
人
つ
の
本
刊
り
%
引
い
刑
収
引
に
閉
す
る
お
町
は
そ
の
よ
叶
け
巾
か
コ

μ市
な
主
回
f

山古

ァ

h
k
づ
v

こ
行
わ
れ
た
も
の
で
L
K
J
4

色
、
一
と
七
千
一
、
当
政
一
日
し
一
わ
ノ
伐
八
い
が
行
一
計
き
れ
る
べ
き
段
位
か
抗
日
ご
令

f
u
む
と
は
い
q
L
t
ら
れ
な
v

一
と
す

丘
町
出
の
一
つ
ノ
一
し
て
一
一
一
が
品
川
知
引
一
ノ
コ
主
九
月
八
日
前
月
七
持
六
一
け
ー
ソ
九
二
七
守
－
三
、
あ
令
、
は
、
渋
川
人
コ
は
相
手
が
お
〆

れ
し
ば
知
ム
仏
、
ム
っ
た
だ
け
で
、
白
山
な
弘
思
決
｛
ん
：
基
づ
い
て
4
1
L
到
し
て
い
た
；
と
官
、
出
一
一
記
l
ζ
n
m町
内
が
1
v
R
法
日
い
し
は
薪
し
く

7
ハ
リ
」
な
作
守
方
法
て
あ
っ
／
し
し
は
認
許
ら
わ
な
い
と

ζ

ず
Q
M四
十
同
心
つ
レ
1
v
k

一
、
抽
浜
地
刊
f
」
一
が
」
ハ
ヰ
ヤ
月
－

H
判
h
y

八
六
サ
一
ハ
パ

ん
向
f

）
ヂ
庁
る
何
汁
も
み
つ
れ
る
c

ヘ
日
一
こ
れ
～
対
し
て
は
、
一
回
一
J

り
似
人
の
込
誌
に
阿
る
永
の
と
あ
〉
て
も
笠
古
人
心
刊
去
の
吉
思
に
山
七
も
の
で
あ
一
。
限
り
木
十
町
議
山
持
、

非
市
川
民
成
虫
件
は
そ
吉
元
U
ん
し
そ
力
士
川
任
沖

fV7utに
欠
く
る
こ
こ
ろ
が
な
い
か
ら
太
起
刀
比
ウ
デ
旦
－
ふ
す
〈
、
計
告
は
な
い
が
河
川
味
な
経
緯
は

仏
状
｝
／
、
刑
乃
辛
出
陪
り
引
え
へ
の
間
的
、
ど
も
」
れ
て
状
。
へ
き
で
あ
る
子
山
屋
品
刊
昭
和
八
’
斗
六
月
二
問
刑
判
に
組
一
才
勺

l取人法学l日 （＇. ＂＂；日［ 2iJCS.弓、



lおとれ技ftい＝っして（ 、

H

J

ニ
ι
し
し
、
出
町
小
山
考
意
引
必
要
を
一
不
岐
ず
る
汗
の
も
あ
っ
だ
に
お
、
こ
の
占
に
つ
し
亡
は
、
大
林
前
掲
許
（
川
一

少
一
丸
手
間

一郎
F

1

事
犯
一
の
也
君
、
照
h
L
K
υ
v
一
石
と
り
い
岡
山

j
p
h

い
一
円

1

必
要
件
一
に
ペ
い
亡
、
い
へ
ん
詰
判
明
叩
ハ

C
午
一
心
月
八

H
山
拾
い
h

、
一
党

け
い
品
川
斗
の
薬
物
＋
干
犯
は
、
ワ
一
こ
う
校
三
が
悶
係
r
日
の
問
で
捕
す
叫
に
な
さ
い
ハ
バ
ヲ
F

江
川
川
M4v
例
亡
丸
り
、
位
認
の
彼
乍
円
以
内
も
い
な
い

M
4
b多
い
り
、

白
山
わ
り
I
一
品
目
上
る
捜
査
で
は
副
拠
刀
収
得
、
隊
、
↓
疋
JJrγ
へ
の
校
v
令
子
苔
v
く
川
川
河
刊
に
あ
り
、
か
つ
、
党
枠
い
刈
川
い
十
げ

J
J

社
会
t

詩
1
P
な
害
出

土
及
川
UMF
も
心
て
あ
ゐ
こ
と
を
ヰ
潜
す
る
と
、
、
心
一
dpu主
任
心
円
以
ぶ
↓
に
お
い

k

は
月
一
一
守
ー
の
る
し
は

t
nノ
協
刀
hvh
が
J
W
付
し
字
J
r手
d
C
取
引
に

問
7
L
1
v
る
と
｛
一
け
／
を
付
け
た
有
に
H

げ
の
つ
語
、
定
さ
、
v訓不

J

リ
人
干
〆
一
中
込
み
、
一
「
れ
に
芯

υ
て
取
引
が
ノ
つ
1

わ
れ
る
と
き
i

り
て
の
同
係
告
を

直
摘
す
る
い
わ
ゆ
句
。
一
り
州
い
だ
り
＋
ハ
打
、
を
利
引
」

Q
M
L

ア
ム
】
ヤ
て
の
限
ほ
と
守
話
さ
れ
る
」
こ
す
る
t

ヘ
一
川
）
叫
浜
地
判
む
お
ハ
二
年
E
U寸
；
日
刷
掲
む
住
訴
事
花
山
で
え
る
？
、
h

お、

uw判
決
ー
も
、
一
ポ
円
必
v
h
J
法
は
い
で
ゆ
ハ
J
お
レ
い
り
崎
査
心

十人
γ」
凶
川
の
も
心
で
あ
っ
た
こ
し
y

は
台
宏
、
地
し
も
の
の
、
ご
の
種
事
犯
の
兄
妹
性
を
考
九
世
川
吃
る
と
、
引

i

一
陥
状
況
k
l
に
お
L
t
M
H問
問
査
：
や
む

を
得
、
m
L
N
b
安
な
拾
匹
、
久
二
ノ
二
川

f

一中六
F
ゴ
i
A
o
r一
り
凌
J

注
が
、
ー
法
法
な
い
し
い
は
ゆ
む
し
く
ぶ
y」
な
説
査
ん
法
く
あ
っ
た
乙

6
dぬ
ら

η

な
い
一
す
る
月
刊
心
つ
に
リ
今
げ
ず
に
い
る
コ

一
姉
、
こ
わ

r、
六
阪
川
干
附
和
六
三
年
同
月
一
一
H

口
同
刑
来
同
記
〕
号
一
二
百
は
、
一
尼
崎
中
央
語
以
安
係
が
、
胤
山
口
げ
古
来
事
取
け
が
は
法

足
の
椋
山
況
の
あ
る
マ
イ
ア
ミ
に
も
託
拠
収
μ

相
ん
の
ヱ
段
、
こ
1
v

て
均
五
同
協
ハ
リ
ノ
れ
ん
ど
送
い
い
込
Jω

て
、
ホ
ス
ザ
ス
か
ら
同
ト
沼
地
入
に
あ
に
る
認
内
五

E
Lい

さ
下
た
う
え
、
そ
の
供
泌
を

μ、
日
｝
れ
に
k
h

づ
主
被
告
人
り
己
快
挙
vγ
～担十九
7ザ
ペ
一
に
円

J

て、
1

v

わ
作
る
お
し
ど
り
捜
h
K
4

に
該
当
一
4
2

る一

ζ
1
J
たよ

x
t
、
一
本
仕
乍
案
が
、
客
の
山
比
に
間
J

ヘ
n
t
な
る
店
内

t

ば
公
伏
、
乙
行
わ
れ
一
、
し
る
比
時
的
経
俄
な
犯
罪
亡
忠
一
品
一
ニ
／
〕
な
ど

九、一
J

」
当
れ
ば
、
お
〆
｝
日
捜
査
3
方エ

rf一誠一
J

な
パ
い
わ
ば
な
〉
ー
な
い
必
吏
九
は
J
d
伐
に
は
認
め
が
人
い
も
の

σ
、
γ

九
件
下
犯
が
、
ま
ば
公
恥
－

T

法
的
に
汗
わ
れ
て
い
て
、
必
ず
／
も
犯
非
主
J
M持活

J

一
と
は
ワ
↑
／
町
一
い
こ
し
、
吾
以
lbγ
メ
v
tに
問
わ
れ
る
性
店
の
も
の
で
は
日
い
7
1

－
勺
、
容

が
ふ
ス
一
ア
ヌ

μ
ーい交けー一
f

接
待
心
円
以
7

川
叫
町
を
は
一
以
ρ
る
も
の
で
え
る
こ
と
刀
ら
、

ycr刊r
怯
か
得
る
こ
と
乙
O
，t
z
L
J
b容
易
て
主
こ
と

を
だ
v

忘
す
れ
ν
ー
と
、
日
乙
り
同
町
り
方
K

J

乙
民
っ
と
一
｝
店
、
相
心
河
川
出
兵
ど
2

人
い
た
J
も
の
で
あ
守
合
い
で
在
？
に
？
と
主
ご
は
い
え
な
4

ー
と
ず
る

f

ヘ
小
山
一
こ
の
」
戸
、
東
京
高
判
附
和

τ
r
J
1
4月
ヘ
己
向
性
店
報
二

C
六
I

守
山
、
一
般
査
従
悶
の
凶
の

4

六円
mu
～
4
っ
て
犯
罪
が
ハ
ス
け
さ
れ
た
場
台
、

シ
一
心
：

ν一も
J

て
出
ら
に
ν」
【
戊
公
許
小
vhγ
江
一
が
三
一
一
規
定
に
辺
ぺ
）
、

r
L
J
は
公
訴
以
院
を
消
滅
告
し
か
ノ
る
も
の
こ
す
る
J
L
一
時
む
き
な

い
ド
、
い
れ
一
り
る
川
回
以
売
が
そ
り
欺
凶
け
の
万

1

店
、
山
び
に
一
」
い
工
皮
査
の
公
判
一
ナ
ど
告
し
〈
逸
脱
？
）
、
刑
事
訴
一
託
J

山
一
長
に
い
当
公
宍
（
一
円
J

仙

丘官、川
l
h
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r日

祉
の
従
待
こ
制
人
刀
廿
ゃ
い
主
山
人
注
の
山
lu？
の
川
一
Y

〆
ス
を
以
わ
1

ょ
っ
之
助
ム
u
に
は
、
ぃ

rrり
ふ
〆
技
ん
正
十
市
山
椛
凶
ワ
問
題
ヤ
ド
J

牛
〕
る
一
一
一
1

J

ろ

」で、
U
4
J
J
M

山
下
宅
に
ん
な
り
る
1

凶
同
十
九
日
つ
い
ァ

47い
wm介
一
作
心
品
川
ど
討
め
る
こ
J
は
と
き
一
な
い
」
と
戸
J
A
V

則
市
E

L

J

1

1

幸山氏、

j

～
ω一

暑
の
法
プ
山
wrv～
丘
心
区
性
印
、
一
、
引
に
ド
件
樗
往
日
程
拾
ρ
山
一
対
て
、
h

川
以
上
立
弓
に
芯
い
亡
品
川
v

制
官
庁
入
査
に
町
、
4
？d

引
公
刀
；
～
事
情
ぃ
υキ一
L
f

一P
一J
むに、

〔
技
京
協
刀
ん
け
の
飽
き
か
H
が
〕
怜
パ
コ
人
～
斗
し
大
件
犯
罪
丈
夫
れ
か
積
型
的
に
長
苛
白
い
ン
救
成
す
る
A
J
P
の
も
の
コ
一
は
な
か
コ
一

／

の

市

川
T

肘
4
じ
午
ム
い
匂
）

ヘ
刊
）
以

i
、
木
正
一
凶
に
お
い
v

て
柄
引
出
に
仲
介
前
川
汀
す
る
仏
語
、
川
引
の
ほ
か
も
ん
す
】
ヘ
一
げ
士
山
内
向
L
J

九
ハ
一
年
代
前
は
に
か
ド
て
の
r
人
以
て
、

一
で
り
山
な
こ
り
が
的
山
岨
に
問

3
7
r
l
ス、

y
メ
づ
力
、
ピ
イ
ツ
川
十
日
出
札
河
口
UHハ
制
ご
一
町

ι夕
刊
抗
討
を
的
介
検
討
す

J

る
も

り
ζ
L
乙
、
世
田
守
的
拐
雪
合
一
口
）
一
買
い
品
、
河
i
祁
市
一
お
よ
れ
ノ
畏
査
の
充
畏
判
例
タ
イ
ム
ズ
い
山
一
一
）
百
サ
一
九
八
一
年
、
へ
口
、

υ
t々
。

M
o
ノ

l

沼ム
t
J

一
号
」
ご
わ
な
』
の
抗
者
一
一
ef
－

－

J

ノ
ロ
ゼ
〆
ノ
コ
ノ
ス
七
七
人

d

「
ん
へ

J

L

J

一
弘
司
、
海
辺

修
山
川
1

1
リ
間
以
査
の
限
界
シ

1
ヘ
マ
ン
mu
叶
究
」
神
↓
川
学
院
法
v
了
同
人
P

三
平
二
九
八
一
位
J

｝
一

υ

口
、
川
時
美
明
「
日
ル
ド
ー
刑

半
訴
7
9日
二
日
げ
る
で
」
h
ノリd
r
u
m
M削

γ
ハ
阪
市
L

たり
J

寸
法
学
羽

1

配
一
一
谷
川
守
二
九
八
阿
午
一
有
店
、
J

誕
百
ト
ん
卯
一
一
い
こ
り
按
立
一

川
悦
タ
ペ
ム
ズ
ー
ハ
ヘ
一
ち
（
パ
八
九
ん
住
）
人
文
、
川
位
、
持
方
均
一
砕
し
r

り
段
査
ム
下
打
法
羊
首
長
一
一
山
晶
一
刊
号
一
一
ん
バ
コ
ヤ
一
白
汽

い
キ
が
あ
F
匂
ハ

ヘ
七
一
品
凶
川
・
前
M
4
4
け
（
川
ア
川
口
以
ヘ
i

山両
H
A－
郎
時
必
至
J
仏
入
門
〔
山
一
氏
川
河
大
抗
措
士
川
部
）
乙
H
林
主
院
本
下
、
一
九
）
八
午
、
一
九

一
円
円
以
も
参
訳
、

一向
L

P

L
仙
川
辺
・
前
拘
干
ヘ
I
h
J
L

日山い品、
J

ぺ
月
一
二
の
向
速
に
的
ず
る
？
町
内

H
前
米
に
お
付
る
誌
前
状
況
～
〉
一
い
て
、
品
目
前
指
I
打
お
）
九
r
A
は
、
一
般
に
後
査
も
担
に
お
け
F
F
d

E
法
二
川
処
与
一
ノ
ゐ
打
イ
山
と
し
て
は
、
そ
れ
主
そ
の
伐
企
心
延
長
亡
の
る
訴
訟
手
続
1

法
人
丁
〈
別
個
ご
佐
川
叫
し
よ
～
つ
ル
ず
J

A心
掛
じ
i

茂
吉
方
の
引
に

世
，
、
介
「
る
と
、
そ
れ
を
お
十
円
に
州
安
、
市
川
訴
ま
た
は
公
訴
志
川
に
寸
る
レ
う
解
決
方
法
υ
J
P
ご
の
し
J
M
に
お
一
ム
ー
で
戸
川
、
ぞ
れ
に
仏
っ
て
待
作
一
日

拠
乙
枠
川
町
立
。
る
と

Jう
れ
き
わ
一
が
川
朽
の
中
間
に
作
世
す
る
も
り
と
い
え
よ
ろ
（
日
一
れ
ん
γ
れ
と
れ
叫
叫
ん
正
に
r
ノ
い
て
み
7
G
L

、
わ
が

BJ引r
f
i
F
口
七

、
ソ
つ
へ
一
山
信
（
い
対
抗
コ
て
き
た
の
に
対
L
、
ア
バ
リ
カ
ば
『
わ
な
の
抗
日
ヰ
F

を
認
め
G
M
L
J
と
よ
っ
て
之
の
対
比
例
の
行
門
戸
ん
士
乙
り
、
主
国

は

、

一

ニ

お

乙
h
J

技
査
に
m
f
f
v
ず
に
は
最
下
へ
モ
わ
に
、
t
7
1
拠
を
ほ
附
託
し
た
裁
判
例
が
出
る
佐
一
J

か
と
い
J

山一m
L
い
棋
が
引
九
山
ν
C
お
い
て
お
り

方
向
1

」Y
－
て
は
少
な
J
L
Y
J
U
J

の
中
間
れ
と
い
ア
ゲ
目
指
〆
て
き
↑
、
い
7
Q
L
U
ぺ
舟
摘
す
る
よ

J、
円問
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ヘ
丸
一
昨
辺
・
前
持
品
（
ρ
h
I
J

内
F
以内

ι
2
4可
制
・
剖
黙
許
戸
出
、
人
八
日
H
c

一
mp
ハ店内い
F

・
前
拘
干
へ
お

J

力
行
片

よ
り
こ
の
庁
、
売
凶
前
お
計
ぺ
お

F

六
町
司
は
、
犯
晋
誘
発
刊
の
お
乙
り
投
3

止
に
っ
て
主
主
L

起
コ
ト
れ
ん
J

一
犯
罪
の
成
れ
い
］
に
つ
い
♂
、
一
二

れ
を
実
体
法
一
笹
山
U
H

寸
子

J

る
ご
と
に
ば
村

λ
♂
一
が
た
い
し
1

え
な
辺
苦
悩
町
一
r
（
川
一
七
六
八
は
、
三
八
統
的
ぱ
m
y～
山
北
両
心
枠
組
じ
宅
、
ぇ
、
あ

る
い
は
、
一
花
年
一
概
き
り
こ
ι
F
H可
に
レ
ヒ
つ
え
て
惜
成
宮
件

4
1色
ど
ナ
九
円
に
す
る
方
刈
は
、
さ
し
プ
ん
に
り
は
手
ご
む
日
旋
門
川
伴
う
で
＆
ス

L

ムコ

Q
P

つ

lおとれ技ftい＝っして（ 、

ヘ
花
一
品
出
。
別
掲
」
計
二
川
）
ハ

t
L六

ヘ
刊
～
）
波
辺
怜
一
お

ζ
h持
去
一
件
々
木
史
引
は
か
布
告
3
H
市山
5HA刊叫一
t
kの
で
誌
と
す
ん
務
一
ヘ
コ
一
例
h
y
1
ム
ぇ
位
、
九
八
一
ノ
ヰ
）
六
九
向
は
、

証
拠
伴
除
1
」
干
杭
打
切
り
心
関
係
に
7
1
v
：
、
「
甘
副
拠
排
除
で
は
光
J
r
p
L
r
v
崎
一
度
心
J
古
川
出
が
あ
ム
似
品
一
九
E

h

L

「
証
拠
採
取
と
結
び
つ
か
な
い

見
ヘ
イ
て
あ
る
た
比
排
府
法
烈
V
特
効
己
的
き
え
コ
ド
山
ん
円
一
に

T
日
刊
行
沼
い
片
主
一
訴
追
の
俳
除
一
て
収
汚
す
る
の
が
基
本
的
枠
組
一
あ
ザ
円

う
印
字
司
令
「
心
点
に
印
可
し
て
は
、

H
h
i
h

一
則
非
訂
正

γ、i

投
六
I

公
一
お
の
羽
川
村
山
情

J

艮
克
巳

F

出
A
f
l

桔
市
北
川
一
一
右
主
沼
、
ん
七
十
l

可
）
一
一
人
一
寸
…
八
L
O
L
A
l
d

問
問
有
江
よ
J45出

ヘ
的
一
昨
辺
・
前
持
品
（
ρ
h
I
J

口n

一
mJ
山
口
辺
・
剖
指
斗
汁
戸
山
、
人
八
日
H
c

一
位
、
川
口
町
出
a

前
お
J
5

却
）
川
ハ
ム
比
三
一
心
一
凶
日
一
一
端
栴
成
」
」
し
て
は
、
は
附
「
仁
川
～
罪
を
一

μ
り
作
り
出
1
一
た
口
、
を
／
t
U
A
た
り
に
、
性
祭

戸
の
［
存
続
長
崎
な
：
）
不

ιヰ
読
ん
斡
〕
主
v反

J
Yフ
問
介
尻
人
心
お
く
こ
え
は

E
し

λJエ比
5
Jよ
め
る
一
の
と
、
端
的
に
ど
れ
伏
が
訴
正
直

人
事
占
を
形
成
J

、
公
示
右
半
均
九
？
っ
｝
め
る
と
い

7Lh時
的
な
構
成
ど
し

7
9
u
に
ど
に
リ
は
う
｝
ι一J

る

一心
F

ハ店内い
F

・
前
拘
干
へ
お

J

ハ
カ
江

一
U
U
浪
辺
－

w一
山
持
品
（
川
～
七
日
八
C

ヘ
郎
一
に
内
出
。
別
掲
」
計
二
川
）
ハ
川
川
L
六

ヘ
川
凶
）
持
出
・
前
日
匂
4
で
利
一
八
一
vH川
川
、
＼
ケ
心
J

け
に
つ
し
て
、
技
辺
e

前
担
割
引
｝
じ
た
民
ほ
、
一
処
［
訓
示
北
川
事
円
心
古
伽
心
川
町
一
い
和
ー
ー

て
は
、
刊
罪
の
京
大
M
N
ゃ
間
出
店
品
川
の
主
山
げ
は
の
ほ
ぺ
叶
J
一U
1
7
h
既
刊

3
1仏
同
十
合
幻
抑
制
な
ど
号
J
U
ヒ
校
y
b司
す
の
州
安
京
に
j

引一、千八ブ
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次
ァ
ハ
v

f

ト
ヲ
る

J

（
川
町
一
主
コ
1

｝i

も
、
淀
刀
一
出
科
目
（
乃
一
六
万
円
止
、
「
刑
事
訴
去
に
、
心
H

O
治
式
的
な
問
担
町
、
J

当
日
以
岐
川
V
へ
は
♂
罪
式
ニ
要
件
、
投
百

万
円
い
ば
夜
込
町
1山
活
情
V
〆一斗ハ儒
L
こ
い
v

るよ
υ
ど
う
か
と
、
一
、
れ
が
ぷ
め
ら
れ
で
も
斗
示
日
ζ

り
授
査
に
鑑
み
白
子
力
い
池
山
1
1
る
こ
と
は
術
、
t
か
ど

う
か
、
羽
一
ー
す
い
ハ
バ
ば
州
出
制
適
慢
の
白
市
に
あ
る
の
に
け
ア
〈
、
明
一
象
的
。
比
五
的
に
将
ー
一
互
の
送
法
叫
介
の
抑
「
を
r
J
J
J

「
戸
、
て
は
、
必
八
二

く
ふ
一
義
的
a

副
次
的
川
同
店
L

で一めプ灯一
F
Y
3
7匂
ュ

ヘ
川
凶
）
品
川
門
e

t

削
崎
北
寸
｛
卵
、
工
口

一
叫
ご
二
円
六
に
つ
J

て
は
、
川
崎
合
唱
J
へ
刊
）
一
一
一
位
ヰ
込
山
十
土
若
田
ι

一町一

H
仙
川
寛
日
ノ
一
で
」
h
ノリd
r
u
m
M制
｜
｜
也
氏
の
刊
阿
草
市
デ
！
一

b
ァ
h

｜
｜
一
日
い
旬
ぺ
法
に
す
こ
巻
門
J

九
一
八
六
I

h

ぃ二トドハ
J

（
川
竺
川
崎
。
前
間
許
｛
問
、
八
八
U
H
は
、
二
豆
大
な
h
w詐
」
荒
川
日
は
、
犯
意
誘
発
出
の
お

rJ技
査
の
適
法
性
三
際
会
提
供
心
の
お
乙
）
捜
査
の
一

連
法
性
ー
し
ろ
何
日
却
人
中
J
L
ん

J
fヲ
L

い
う
〔
、
両
市
刊
ル
右
〆
て
い
る
」
L

指
摘
F
Q〔

み
J

H

川

fl
・
川
局
川
l

一心

J
t

ペペユヘ～

C

M

K

T

t

f

L－
7
1
1
 

一恥山
J

川
払
川
・
剖
指
斗
汁
戸
川
、
七
、
ノ
H
H
c

一
柱
、
川
帆
吋
O

L

出
掲
一
て
叩
九
日

ヘ
町
一
川
崎
究
明
日
芳
、
所
主
訴
訟

J

一
夜
〔
判
ヰ
敏
司
端
持

J

（
古
川
沼
山
川
、
一
九
九
八
年
）
九
只

（
川
町
一
ご
の
よ
作
山
間

V
J
1
川
崎
君
山
向
許
（
山
一
七
円
一
川
江
川
、

1
肢
に
マ
ぱ
じ
れ
た
叩
一
E

ヘ
世
史
の
干
一
次

L
P
1
J記
拠
乃

7
山4
1
｝
〕
て
お
〉
り
か
利

司
ず
る
恨
ん
い

j

方
法
は
、
一
点
J壬
心
安
才
一
た
ん
へ
汁
る
J
1
の
に
し
て
石
ν
f
一
り
反
去
の
奴
ん
山
か
ら
俳
除
し
て
芯
く
の
が
ぜ
μ」
（
忠
ろ
う
と
ヂ
る
J
l
か

し
、
一
刀
同
f

口
げ
～
欠
け
て
い
か
w

つ
は
、
一
誘
発
の
け
久
系
て
は
な
J

、
ト
ー
ろ
、
お
｝
り
に
一
二
r

主
き
い
十
一
こ
さ
れ
r

犯
罪
下
川
山
と
し
て

、
、
‘
、
、
、
、
、

凶
T

久
が
犯
持
実
行
t
n
J
〆
td討
↑
QJYω

ニ
レ
二
に
あ
っ
7
、
論
者
江
、
「
し
じ
さ
の

u、
体
化
」
長
涯
に
川
町
」
／
一
る
問
題
刊
か
、
1
m
J
雑
談
ベ
九
の
辺
山
析
で

主
一
ま
か
「
八
宵
の
年
殺
や
校
合
す
る
荒
川
信
ヘ
絵
」
一
け
い
引
可
者
一
、
あ
る
い
は
、
一
、
日
記
一
条
一
の
－
信
人
の
咋
械
の
円
以
脊
一
に
山
か
め
る
が
、

そ
ろ
で
あ
る
し
可
れ
ば
、
こ
の
よ
つ
な
「
手
話
は
、

1

同に「「
1
b
z
へ
十
～
犯
罪
一
に
コ
い

t
仰
人
八
先
立
の
千
円
以
主
い

L
抗
拠
収
集
の
手
段
と
し

て
明
り
を
利
河
川

t
o捜
査
力
法
」
に
コ
い
と
も
、
向
日
咋
に
同
位
、
、
住

n
よl

る
μ

い
ェ
ー
へ
き
で
ば
な
い
U
J
t
J

旬
、
こ
の
戸
い
～
悶
し
て
は
、
前

詳
に
よ
ア
匂
最
高
及
斗
攻
一
ハ
と
決
定
に
有
十
る
引
釈
ヮ
あ
る
川
同
県
明
お
こ
り
保
全
ハ
V
E
－
－
山
一
法
伴
内
報
七
八
主
一
一
二
ぺ

f
よ
九
九
臼
N
U
J
M
U
山事問、

r日J、
円問

ケJ
" 
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ヘ
幻
一
三
心
1

円一に
m
m
L
亡
、
川
崎
前
川
川

J

斉
ヰ
一
、
目
、
一
ん
買
は
一
阿
佐
引
か
一
方
で
犯
罪
京
一
誘
発
1

J

C

お
芦
な
ぶ
ら
、
切
L
で
て
心
一
川
家
寸
一
犯

非
ピ
ノ
ノ
河
合
川
札
口
当
J

る
一
と
い
～
つ
マ
グ
丙
口
組
t
J
J
円
主
主
己
（
Munt
よ
7
と一
j

れ，
N
U
他
誌
を
丹
精
L

一ナム
V

ほ
う
は
な
、
v

一
と
、
こ
の
ご
し
ど
は
、

凶
家
心
万
一
司
、
仏

ι

一
訴
法
制
に
だ
ヲ
る
妨
訴
抗
弁
の
梓
～
刊
に
基
ほ
っ
＼
け
ら
れ
る
訴
訟
条
件
へ
し
炉
格
に
も
合
守
ん
す
る
口
折
摘
す
る
戸
に
白
に

…
同
’
字
、
は
、
川
品
川
英
明
一
室
店
十
は
ヤ
乙
詐
n
b

荷

主

ハ

問
l
ィ
ツ
再
」
九
一
位
出
了
門
訟
の
」
官
J
J
の
批
円
に
つ
い
て
北
太
ふ
出
f
三

宮

γJ

ん
人
凡
信
一
コ
ム
門
ハ
い
払
ド
ー
も
れ
担
問
一

ρ

｝
か
－
、
て
ろ
て
あ
る
と
す
わ
ば
、
ご
の
問
題
性
は
、
手
絞
い
い
り
諭

ωい
J

J

併
な
障
さ
寸
前
し
の
問
係
で

心
、
一
遣
法
技
必
に
特
別
づ

p
hイ
廿
｛
士
九
は
詐
迫
」
」
に
属
す
る
も
心
！
」
い
一
つ
よ
り
な
、

L
U
V
ろ
、
リ
vtな
一
r
一
に
比
一
づ
カ
な
い
公
訴
詐
よ
ノ

ノh
i
p
k
d
〕
「
国
与
り
不
1
h
b
I
L－－fHJ
的
れ
し
い

2
丘
町
て
、
嫌
～
が
か
叫
ん
に
き
起
訴
「

t
z
一
は
詐
辺
ニ
リ
p
こ
れ
に
以
い
マ
一
乙
て
、
竺
り
主
任

で

お

y

り
引
企
」
心
一
進
法
L

村
山
を
人
ん
キ
ミ
吟
ス
ら
究
ロ
日
、
守
、

J

ず
し
ふ
な
い
｜
｜
r

」
い
ノ
べ
主
一
古
川
T
J
い
か

ヘ
m
m
）
川
崎
e

前
崎
北
寸
｛
別
人
工
口

一
、
山
）
二
川
町
A

豆
Af」
託
心
問
週
間
一
心
苦
景
に
は
ー
で
A

同
心
当
時
日

r税
事
判
例
む
い
て
は
、
犯
苦
心
十
一
集
ゐ

Q
L
は
お
と
内
心
協

さ
引
け
心
部
山
総
刀
法
伐
の
白
州
民
軍
こ
し
て
考
回
さ
れ
に
で

A

二
が
、
ー
か
ρ
る
…
引
附
正
常
な
い

L
手
一
。
治
対
方

uo一
向
包
也
、
ち
る
い
は
判

♂
八
品
の
判
ハ
一
芳
炉
開
心
不
明
佐
設
が
呉
休
は
門
事
実
に
お
い
F
Q
h
尤
日
以
判
河
川
少
一
時
げ
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